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入 札 説 明 書  

 

   １   契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地 

    (1)  契約担当官等　　契約担当官 

                         京都府警察会計担当官　吉越　清人 

    (2)  所属する部局    京都府警察本部 

    (3)  所 在 地    〒 602-8550 

                         京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地３ 

   ２   競争入札に付する事項 

    (1)  件 名    警察用車両の廃棄処分に伴う単価契約 

　  (2)  品名及び数量    別紙仕様書のとおり 

    (3)  引 渡 期 限    令和８年３月31日（火）までの間で、契約担当官からの

　　　　　　　　　　　 申し出ごとに協議 

    (5)  引 渡 場 所    京都市伏見区深草塚本町官有地　京都府警察学校 

   ３   競争の方法 

       一般競争入札による。 

   ４   競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

    (1)  予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。ただし、未

       成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得

　　　 ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

    (2)  予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 

　　(3)  令和７・８・９年度内閣府競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の買受

け」のＡ、Ｂ又はＣの等級に格付けされている者であること。 

　　(4)  契約担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

　　(5)　警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又は

これに準ずる者として、国発注業務等からの排除要請があり、当該状態が継

続している者でないこと。 

　　(6)　公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を

       脅かすおそれのある団体に属する者（その事実がなくなった後２年間を経過

　　　 しない者を含む。）に該当しない者であること。 

　　(7)  自動車リサイクル法に基づく、引取業者及びフロン回収業者の登録を受け

       ており、かつ解体業及び破砕業の許可を受けている者であること。 

   ５   契約条項を示す場所等 

　 　　〒602-8550 

　　　 京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地３ 



       京都府警察本部総務部会計課調度係 

    　  電話番号075-451-9111（内線2254）  ＦＡＸ番号075-441-8588 

　  ６   入札に関する質問事項 

　　　 令和７年７月18日（金）午後５時までにＦＡＸにより提出することを原則と

　　 するが、軽微なものについては電話で差し支えない。 

   ７   入札及び開札の日時及び場所 

    (1)  日時   令和７年７月31日（木）午前11時 00分  

　　(2)  場所   京都市上京区下長者町通新町西入藪之内町85番地３ 

　　　　　　　 京都府警察本部入札室 

   ８　入札方法 

    (1)  入札書の提出は、持参又は郵送によるものとし、電報、ＦＡＸ、電話その

　　　 他の方法による入札は認めない。 

　　(2)　郵送により提出する場合は、書留郵便で差し出すこととする。この場合は、

       二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」の旨朱書し、中封筒に入札件名及び

       入札日時を記載し、契約担当官あて親展により令和７年７月30日（水）まで

　　　 に到着するよう郵送しなければならない。 

   ９   入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 

       日本語及び日本国通貨に限る。 

   10  入札保証金及び契約保証金 

       徴収免除 

   11　入札参加者に要求される事項 

    (1)  この一般競争入札に参加を希望する者は、次に掲げる要領により書類を提

       出すること。 

　　 　ア　提出書類 

         (ｱ) ４の (1)、  (2)、  (4)、  (5)、及び (6)に関する誓約書 

　　　　 (ｲ) ４の (3) に係る資格決定通知書の写し 

　　　 　 (ｳ) ４の (7) の資格を有することを証明する書類の写し 

       イ　提出部数　１部 

       ウ　提出期限　令和７年７月18日（金） 

       エ　提出場所　京都府警察本部総務部会計課調度係 

　  (2)　上記提出書類により、京都府警察本部において事前に審査を行い、当府警

の要求する条件を満たすと判断した者による入札書を落札決定の対象とする。 

    (3)　入札参加者は、入札時に提出した書類に関し、京都府警察本部から説明を

       求められた場合は、それに応ずる義務を負うものとする。 

         なお、説明の義務を履行しない者の入札書は、落札決定の対象としない。 

   12  入札及び開札 



    (1)  入札参加者は、入札公告、入札説明書及び契約条項を熟読のうえ、入札し

なければならない。この場合において、入札説明書について疑義があるとき

は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後はこれらの不明

を理由として異議を申し立てることはできない。 

    (2)  入札参加者の入札金額は、物品の価格のほか、搬送費、保険料及び関税等

契約担当官が指定する受渡場所での受渡しに要する一切の諸費用を含むもの

とする。 

         なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パ

ーセントに相当する額を加算した金額（この金額に１円未満の端数があると

きは、その端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするの

で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積った金額（消費税及び地方消費税込）の110分の10

0に相当する金額を入札書に記載すること。 

    (3)  入札参加者は、入札書に次に掲げる事項を記載して提出しなければならな

       い。 

       ア   入札金額（総価） 

       イ   品目、規格、数量、単価及び品目毎の金額 

       ウ   入札者本人の氏名（法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏

           名）及び押印（社印を使用する場合は、代表者印も押印すること。） 

    (4)  入札参加者は、代理人をして入札させるときは、委任状を提出しなければ

ならない。また、代理人が入札書を記載する場合は、当該入札書に代理人で

ある旨の表示及び代理人の氏名の記載並びに押印をすること。 

    (5)  入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に係る他の入札参加者の

       代理をすることができない。 

    (6)  入札参加者は、提出した入札書の書替え、変更又は取消しをすることがで

       きない。 

　  (7)　開札は、入札参加者の立会いの下で行う。ただし、入札参加者で出席しな

       い者があるときは、入札に関係のない職員を開札に立ち会わせるものとする。 

   13  入札の無効 

       次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。 

    (1)  委任状を提出しない代理人が提出した入札書 

    (2)  12の  (3)に掲げる事項の記載のない入札書 

    (3)  金額を訂正した入札書 

    (4)  誤字、脱字、脱漏、汚染、塗抹等により意思表示が不明確な入札書 

    (5)  不当な価格のつり上げ、つり下げ、談合等の背信又は連合と認められる入

札書及びその疑いのある入札書 



    (6)  同一の入札について、２通以上提出された入札書 

    (7)  12の  (5)に違反した入札書 

   （ 8）  ７の (1)及び８の (2)の提出期限に間に合わない入札書 

　　(9)  入札公告により一般競争参加資格審査申請のための関係書類を提出した者

が、競争に参加する者に必要な資格を有するものと認められることを条件に、

あらかじめ入札書を提出した場合において、当該入札者に係る審査が開札日

時までに終了しないとき、又は入札資格を有する者と認められなかった入札

書 

   14  契約書作成の要否及び契約条項 

    (1)  契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

    (2)  契約書は、契約書（案）のとおりとする。 

    (3)  契約金額は、入札書に記載された金額の100分の110に相当する額とする。 

         なお、当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

たものとし、当該金額を切り捨てた後に得られる金額をもって、申込みがあ

った金額とする。 

   15  落札者の決定方法 

    (1)  予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格以上で最

       高価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

    (2)  前項の場合において、落札者となるべき同価の入札を行った者が２人以上

       あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。 

    (3)  (2)の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者又は出席しな

い者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引か

せて落札者を決定する。 

　 16  暴力団排除に関する誓約 

       契約の相手方は、契約締結時において、暴力団員が実質的に経営を支配する

     事業者又はこれに準ずる者に該当していない旨表明確約するとともに、暴力団

     員等による不当介入を受けた場合の措置について遵守する旨誓約した文書を提

     出するものとする。 

   17  再度入札 

    (1)　開札をした場合において、予定価格に達した価格の入札がないときは、直

ちに再度の入札をするものとする。 

    (2)  再度の入札をしても落札者がないときは、入札を中止することがある。こ

       の場合、異議申し立てはできない。 

 　18  違約金の徴収 

       落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100分の５相当額の違約金を

徴収する。 


